
 

- 1 - 

 

（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

【地震】 

 当市の東部には石狩低地東縁断層帯主部と南部の存在が確認され、その評価により、「石狩低地東縁

断層帯の長期評価の一部改訂」（平成２２年８月２６日・地震調査委員会）にて変更が行われている。   

その内容は、０.０５％～６％もしくはそれ以下とされていた主部における地震発生確率（３０年以

内）が ほぼ０％とされていたが、地震発生確率（３０年以内）が不明とされていた南部が０.２％以

下の地震発生確率（３０年以内）に上がり、断層の長さも２３km 以上から５４km 以上に、そして想

定される地震の規模についてもＭ７．１程度以上からＭ７．７程度以上と引き上げられ、我が国の主

な活断層の中では発生確率が高いグループに属している。  

また「石狩低地東縁断層帯主部と石狩低地東縁断層帯南部は、並走する区間において地下で収れん

している可能性があり、両者が同時に活動するケースも考慮する必要がある。この場合、全体の長さ

は１０８ｋｍ以上となり、マグニチュード８．２もしくはそれ以上の地震が発生する可能性がある」

とされている。※以上「千歳市業務継続計画（BCP）文言」からの抜粋・修正 

 

※下記「千歳市付近の活断層」千歳市 HPから抜粋 

   

〇石狩低地東縁断層帯 

  現在日本には約 2,000の活断層があると言われており、千歳市の東

部にも「石狩低地東縁断層帯」という断層があります。  

 この断層帯の主部は美唄市から岩見沢市、夕張郡栗山町、夕張郡長

沼町、夕張郡由仁町、千歳市を経て、勇払郡安平町まで、長さ約 66

キロの断層帯で、全体が活動した場合、マグニチュード 7.9程度の

地震が発生し、約 2メートルの段差・たわみが出ると考えられてい

ます。今後 30年間の地震発生確率はほぼ 0%と推定されています。   

また、断層帯南部は千歳市から勇払郡安平町、苫小牧市、勇払郡厚

真町を経て、沙流郡日高町沖合の海域に至る長さ約 54キロ以上の断

層帯で、全体が活動した場合はマグニチュード 7.7程度の地震が発

生し、4メートル程度の段差やたわみが発生すると考えられていま

す。 

  断層帯南部の今後 30年間の地震発生確率は、断層帯の最新活動時

期が特定できていないために信頼性は低いですが、0.2%以下と推定

されており、国内の断層帯としては発生確率が高いグループに属し

ています。 

 
※J-SHIS  

地震ハザードステーションの防災地図によると、震度6弱以上の地震が今後３０年間で３～

６％以上の確率で発生すると言われている。 
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【火山】 

樽前山は約 4万年前の巨大な噴火で生じた支笏カルデラの南の縁に位置する活火山であり、約

9100年前に大きな噴火と共に誕生した。約 2500年前や 1667年と 1739年にも大きな噴火があった

ことがわかっており、1739年の大噴火の際にできた火口の縁は現在の外輪山にあたる。その中はそ

の後の噴火により埋め尽くされ、中央部には 1909年の噴火により溶岩ドームが造られた。最も最近

の噴火は 1981年に起きている。 

樽前山で発生する噴火は、過去の実績から「規模が小さいものから大きいものまで多様であるこ

と」、「規模の小さな噴火ほど発生する可能性が大きいということ」がわかっている。噴火が起こ

る間隔は不規則で次の噴火がいつになるのかは予測できない。噴火が起こる場所は山頂部の火口原

の中に限ると考えられており、最近の研究成果によると 1739年に起こったような大きな噴火が近い

将来起こる可能性は低いとされている。1909年に起こったような中規模の噴火が発生した場合に

は、千歳の市街地でも降灰による被害が出る可能性がある。 

平成 23年 6月 7 日、樽前山に隣接する風不死岳においても一万年以内に噴火していたことが明ら

かとなり、新たに活火山として選定されている。風不死岳については樽前山に隣接していること、

及び過去の噴火活動の推移等から、両火山は一連の火山としてみなせると考えられ、樽前山の活火

山の範囲を拡大し、樽前山と風不死岳を一括して樽前山に含めることとした。 

(風不死岳の活火山選定については、一万年以内に噴火していたことが明らかになったために選定さ

れたもので、火山活動に変化が生じたものではない。） 

（千歳市 HP を要約）  

下記『千歳市樽前山噴火災害ハザードマップ』は別紙にて拡大サイズで添付。 
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【洪水】 

 千歳市中央部には、千歳川をはじめとする複数の河川が流れており、千歳川流域には、広大な

低平地が広がっているため、洪水時に石狩川本川の高い水位の影響を長い区間に亘り長時間受

けることにより、漏水、法崩れ等に伴う破堤による外水氾濫が発生しやすい。また、千歳川の水

位が高くなることによって、宅地や農地等に降った雨は川に流れ込むことができず内水氾濫を

引き起こしやすい。 

 近年の河川整備により水害の数は減ったが、近年多発する局地的な集中豪雨による浸水被害

のおそれがある。（千歳市 HP を要約） 

 

【土砂災害】 

 千歳市には、谷や傾斜の多量の土砂や倒木が、大雨などの水と一緒になり一気に下流に運ばれ

る土石流や、急な斜面が水を含み、突然崩れ落ちるがけ崩れが発生するおそれがあり、住民等の

生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域として、北海道が44か所を土砂

災害警戒区域等に指定している。 

 土砂災害は何日か続く長雨や、短時間に強く降る集中豪雨などに起因して発生することが多

いが、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因によって左右されるため、発生

箇所や時期を特定することが困難である。（千歳市 HP を要約） 

 

 

 

【積雪】 

千歳市は、道内では降雪の少ない地域であるが、急速に発達した低気圧などがもたらす暴風や

大雪により、市内でも道路の交通障害や農業被害、送電線への着雪による停電などの被害が発生

するおそれがある。（千歳市 HPを要約） 
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【感染症】 

新型コロナウイルスのような危険性の高い感染症が発生した場合、国民の大部分が免疫を獲

得していないため、感染症拡大により大きな健康被害とこれに伴う経済社会全体に及ぼす影響

が懸念される。 

 

 

（２）商工業者の状況 ・事業所数    3,142人（平成26年経済センサス基礎調査）  

・小規模事業者数 1,964人 

 

農業漁業 38 不動産業、物品賃貸業 131 

鉱業、採石業、砂利採取業 2 学術研究、専門・技術サービス業 79 

建設業 245 宿泊業、飲食サービス業 629 

製造業 153 生活関連サービス業、娯楽業 306 

電気・ガス・熱供給・水道業 3 教育、学習支援業 95 

情報通信業 17 医療、福祉 204 

運輸業、郵便業 136 複合サービス事業 17 

卸売業、小売業 857 サービス業（他に分類されないもの） 174 

金融業、保険業 56   

 

 

（３）これまでの取組み 

 

１）千歳商工会議所の取組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）千歳市の取組み  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

項目 

ＢＣＰに関する国の施策の周知 

事業者向けＢＣＰ策定セミナーの開催 

損害保険会社と連携した損害保険の加入推進 

千歳市が実施する防災訓練への参加及び協力 

防災備品（スコップ、懐中電灯、救急薬品等）を備蓄 

事業継続計画（新型コロナウイルス感染症）作成 

感染症拡大防止に向けたテレワークの導入 

項目 

千歳市地域防災計画作成 

千歳市業務継続計画（BCP）作成 

千歳市防災ハンドブック作成 

千歳市洪水・土砂災害ハザードマップ作成 

千歳市樽前山ハザードマップ作成 

応援協定の締結（国、自治体、自衛隊、企業等） 
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Ⅱ 課題 

千歳市においては、市の防災計画の内容は充実しているものの、市内事業者へのＢＣＰの普及促進

は遅れており、非常時における事業継続が弱い状況にあり、地域一体で取り組み、強靭化を図ってい

く必要があることから、以下の課題を提示する。 

・市内事業所内で BCP策定をしている事業所が把握できない。 

・平時・緊急時の対応を推進するノウハウを持った人員が十分にいない。  

・体調不良者を出社させないルール作りや感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄

が必要である。 

・リスクファイナンス対策として保険の必要性を周知することが必要。 

 

Ⅲ 目標 

 〇成果目標 

農業漁業 38  

鉱業、採石業、砂利採取業 2  

建設業 245  

製造業 153  

電気・ガス・熱供給・水道業 3 【5ケ年での市内事業所の BCP 策定目標 】 

情報通信業 17           策定数 製造業     5件 

運輸業、郵便業 136             建設業    5件 

卸売業、小売業 857                         卸売業・小売業5件 

金融業、保険業 56             サービス業  5件 

不動産業、物品賃貸業 131             その他    5件      

学術研究、専門・技術サービス業 79 計25件 

宿泊業、飲食サービス業 629  

生活関連サービス業、娯楽業 306  

教育、学習支援業 95  

医療、福祉 204  

複合サービス事業 17  

サービス業（他に分類されないもの） 174  

 

 〇実施目標 

項 目 目  的       目   標 

事前対策の必要

性を周知 

地区内小規模事業者に対し災害リス

ク・感染症等リスクを周知させる 

セミナー実施 

チラシ等での周知 

年１回 

延1,200社 

協力体制の整備 
発災時における連絡を円滑に行う  

当所と当市にて計 

年１回 

連携体制の推進 
発災後、感染症発生時に速やかな復興

支援策が行える体制の構築 

画内容の精査 年１回 

保険・共済に対す

る助言 

保険・共済に対する助言を行える当所

職員の育成 

当所職員と保険会社

との巡回 

年１回 

延２件 

 

Ⅳ．その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに北海道に経済部中小企業課へ報告する。 
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Ⅴ．事業継続力強化支援事業の実施期間 

令和４年 ４月 １日～ 令和９年 ３月３１日（5ケ年） 

 

Ⅵ．事業継続力強化支援事業の内容 

 

（１）事前の対策 

  

ア.小規模事業者に対する災害リスクの周知 

 ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリス

ク及びその影響を軽減するための取組みや対策（事業休業への備え、補償等の損害保険・

共済加入等）について説明する。  

・会報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、事業者ＢＣＰ

に積極的に取組む小規模事業者の紹介等を行う。  

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰの策定による実効性のある取組みの推進や効果的な訓

練等の指導及び助言を行う。【事業者ＢＣＰ策定件数の目標：５件/年】  

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナー（１回/年）

や行政の施策の紹介等を実施する。 

  

イ．商工会議所自身の事業継続計画の作成  

・令和３年中に事業継続計画を作成。 

 ※新型コロナウイルス感染症の事業継続計画は令和３年５月に策定済み 

 

ウ．関係団体等との連携  

・連携協定を結ぶ市内損害保険会社に専門家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした

普及啓発セミナーや対策の紹介をする。  

・関係機関(金融機関等)への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 

・感染症に関し、収束時期が予想しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種

保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等を実施する。 

・感染症に関し、業種別ガイドラインに基づき、感染症拡大防止等について事業者への周知

を行うとともに、今後につながる支援を実施する。  

・事業者に対して、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴや

テレワーク環境を整備するための支援策等情報提供する。 

 

エ．フォローアップ及び事業の評価（策定目標件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記）事業継続力強化計画の実行状況を確認し、BCP策定に取り込むようにフォローア 

ップを推進することで BCP策定率の向上を目指す。 

業 種 BCP 事業継続力強化計画 R4 R5 R6 R7 R8 

製 造 業 5 5 1 1 1 1 1 

建 設 業 5 5 1 1 1 1 1 

卸小売業・小売業 5 5 1 1 1 1 1 

サービス業 5 5 1 1 1 1 1 

そ の 他 5 5 1 1 1 1 1 
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オ．当該計画に係る訓練の実施  

・自然災害（震度６弱の地震）が発生したと仮定し、当所と市との連絡ルートの確認等を行    

 う（実地訓練は必要に応じて実施する）。  

 

（２）発災後の対策  

・自然災害等による発災時には、人命救助を第一とする。その上で、下記の手順で地区内の被

害状況を把握し、関係機関へ連絡する。  

 

ア．応急対策の実施可否の確認  

・発災後２時間以内に当所ならびに市にてそれぞれ職員の安否報告を行う。 

（ＳＮＳ等を利用した安否確認や大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）等を当所と当市

で共有する。）  

・感染者の発生後には、当所ならびに市にてそれぞれの体調確認を行うとともに、事業所の

消毒、手洗い、うがいなど感染拡大防止等の対策を指示する。  

・管轄保健所による指導や新型インフルエンザなど対策特別措置法による、道知事からの感

染防止に必要な協力要請に基づき、感染対策を行う。 

 

イ．応急対策の方針と決定  

 

・当所と市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

（豪雨における例） 

当所ならびに市にてそれぞれ職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤を

せず、職員自身がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策が出来ない場合の役割分担を決める。  

・大まかな被害状況を確認し、１日以内に情報共有する。 

   なお、連絡が取れない地域については、大きな被害が生じているものと考える。 

 

（被害の目安は以下の通り） 

大きな被害がある ・地区内１０％程度の事業所で、「屋根が飛ぶ」、「窓ガラ

スが割れる」等の被害が発生している。 

 ・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・

半壊」等の被害が発生している。  

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしく

は、交通網が遮断されており、確認ができない。（連絡が

取れない区域については、大きな被害が生じていると想

定。） 

被害がある ・地区内１％程度の事業所で、「屋根が飛ぶ」、「窓ガラス

が割れる」 等の被害が発生している。  

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全

壊・半壊」等の被害が発生している。 

ほぼ被害が無い ・目立った被害の情報がない 
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・本計画により、当所と市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

 

 

 

 

 

 

   ・「千歳市新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報の把握と発信を行う。 

 

(３)発災時における指示命令系統・連絡体制 

・自然災害等発生時に、地区内の商工業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行う

ことのできる仕組みを構築する。  

・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。  

・当所と市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について

あらかじめ確認しておく。 

・当所は被害状況を北海道が指定する様式に記載し、当所より道の北海道経済部中小企業課へ

報告する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援  

・相談窓口の設置について、市と検討する。 

（当所は、国や道の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する） 

 ・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。  

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

 ・応急時に有効な被災事業者施策（国や道、市町村等の施策）について、当所会員事業所へ周

知する。  

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある事業所を対象とした支援策

や相談窓口の開設等を行う。 

 

発生後～1週間 １日に１回共有する 

1週間～2週間 １日に１回共有する 

2週間～1か月 ２日に１回共有する 

1か月以降 ７日に１回共有する ※状況が落ち着くまでの間 

北海道（石狩振興局）

  ） 

千歳市 

 

北海道商工会議所連合会 

北海道経済産業局 

千歳商工会議所 
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（５）地区内小規模事業者に対する復興支援  

 

・市の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。  

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を、道や北海道商工会議所連合会に相談する。  

 

（６）その他  

・本計画は、当所及び市のＨＰ及び広報誌等において公表し、支援小規模事業者に対する防

災・減災対策についての周知を広く行うこととする。  

・本計画内容に変更が生じた場合は、速やかに北海道経済部中小企業課へ報告する。  
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和 ３年１１月現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員（代表者）の氏名、連絡先 

 法定経営指導員 立田 京平 （連絡先は下記（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供及ぶ助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 千歳商工会議所 

   千歳市東雲町3丁目2番地6 

   電話 0123-23-2175 FAX 0123-22-2122 E-mail info@chitose-cci.or.jp 

 

②関係市町村 

   千歳市役所 商業労働課 

   千歳市東雲町2丁目34番地 

   電話 0123-24-0598 FAX  0123-22-8851 E-mail syogyorodo＠city.chitose.lg.jp 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに北海道経済部中小企業課に報告する。 

千歳商工会議所 

 

専務理事 

事務局長 

中小企業相談所長 

法定経営指導員 

経営指導員 

補助員 

 

 

千歳市 

 

     （所管課） 

商業労働課 

危機管理課 

 

 

 

 

 



 

- 11 - 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                                          

（単位：千円） 

 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

必要な資金の額 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

 

・セミナー開催費 

・チラシ作成費 

・防災・感染症対策費 

 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

調達方法 

会費収入、千歳市補助金、道補助金、事業収入等 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連

携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 〒060-8531 

  札幌市中央区大通西3-7 北洋大通りセンター17階 

  東京海上日動火災保険 札幌中央支店 

  代表者 支店長 跡部 智彦 

  電話 011-271-2689 FAX 011-271-2691 

 

連携して実施する事業の内容 

 ① BCP策定相談 

 ② BCPセミナーの実施 

 ③ 千歳商工会議所の BCP勉強会等の実施 

連携して事業を実施する者の役割 

①市内事業者に対する普及啓発セミナー 

②市内事業者に対する BCP策定支援 

③市内事業者に対する事業継続力強化計画策定支援 

④千歳商工会議所と千歳市での情報懇談への参加 

 

連携体制図等 

  連携 

 

 

 

                      支援 

 

 

千歳商工会議所 

 

市内事業所 

東京海上日動火災保険 


